
消表対第２０９号 

令和６年３月１２日 

メルセデス・ベンツ日本株式会社

代表取締役 上野 金太郎 殿

 消費者庁長官 新井 ゆたか 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「ＧＬＡ２００ｄ ４ＭＡＴＩＣ」と称する普通自動車（以下「本

件商品①」という。）及び本件商品①に係る「ＡＭＧライン」と称するパッケージオプショ

ン（以下「本件商品②」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）

の取引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。

以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不

当な表示を行っていたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を

命令する。 

主   文 

メルセデス・ベンツ日本株式会社（以下「メルセデス・ベンツ日本」という。）は、課徴

金として金５億９９１２万円を令和６年１０月１５日までに国庫に納付しなければならな

い。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

  別紙記載の事実によれば、メルセデス・ベンツ日本は、自己の供給する本件２商品の各

商品の取引に関し、それぞれ、本件２商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたも

のであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、

かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件２商品の

各商品である。 
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 ※別添写しについては、添付を省略しています。

 別添１



  イ(ｱ) 本件２商品の各商品について、メルセデス・ベンツ日本が前記１の課徴金対象行

為をした期間は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間であ

る。 

(ｲ)ａ 本件商品①について、メルセデス・ベンツ日本が前記１の課徴金対象行為を

やめた後そのやめた日から６月を経過する令和３年９月５日までの間に最後に

取引をした日は、令和３年９月３日である。 

ｂ メルセデス・ベンツ日本は、本件商品②について、前記１の課徴金対象行為を

やめた後そのやめた日から６月を経過する日前の令和４年１月２４日に、前記

１の課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主

的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類

及び不当表示防止法施行規則（平成２８年内閣府令第６号。以下「景品表示法施

行規則」という。）第８条に規定する措置をとっていると認められるところ、メ

ルセデス・ベンツ日本が前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措置をと

った日までの間に最後に取引をした日は、令和４年１月２４日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件２商品の各商品について、前記１の課徴金対象行

為に係る課徴金対象期間は、景品表示法第８条第２項の規定により、それぞれ、前

記(ｱ)の課徴金対象行為をした期間に当該課徴金対象行為をやめてから前記(ｲ)の

最後に取引した日までの期間を加えた期間となるところ、それぞれ、別表「課徴金

対象期間」欄記載の期間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件２商品の各商品に係るメルセデス・

ベンツ日本の売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２

１８号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、そ

れぞれ、別表「売上額」欄記載の額である。 

エ メルセデス・ベンツ日本は、本件２商品の各商品について、それぞれ、当該表示の

裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていた

ことから、それぞれ、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に

係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らない

ことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

⑵ メルセデス・ベンツ日本は、本件商品①について、景品表示法施行規則第９条に規定

する報告書の提出を行ったが、当該報告書の提出は、前記１の課徴金対象行為に係る景

品表示法第９条に規定する報告に該当するものとは認められない。 

 ⑶ 前記⑴及び⑵の事実によれば、メルセデス・ベンツ日本が国庫に納付しなければなら

ない課徴金の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件２商品の各

商品の売上額に、それぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第１２条第２項の

規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記載の額を合

計した５億９９１２万円である。 
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 よって、メルセデス・ベンツ日本に対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文

のとおり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起

することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
 

番
号
 

商
品
名
 

課
徴
金
対
象
行

為
を

し
た
期
間

 
課

徴
金

対
象

期
間
 

売
上
額
 

課
徴
金
額
 

１
 

本
件
商
品
①
 

令
和
２
年
６
月

２
５

日
か
ら
 

令
和
３
年
３
月
５
日

ま
で
の
間

 

令
和

２
年
６

月
２
５

日
か
ら
 

令
和

３
年
９

月
３
日
ま
で
の
間

 
1
9
,
5
4
5
,
5
13
,
8
5
0 

5
8
6
,
3
6
0
,
00
0 

２
 

本
件
商
品
②
 

令
和
３
年
４
月

５
日

か
ら
 

令
和
３
年
８
月
３
１

日
ま
で
の

間
 

令
和

３
年
４

月
５
日

か
ら
 

令
和

４
年
１

月
２
４
日
ま
で
の
間
 

4
2
5
,
4
1
9
,
02
0 

1
2
,
7
6
0
,
0
00
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ メルセデス・ベンツ日本株式会社（以下「メルセデス・ベンツ日本」という。）は、千

葉市美浜区中瀬二丁目６番地１に本店を置き、自動車及びそれらの構成部品、交換部品の

輸出入販売並びにアフターサービス等を営む事業者である。 

２ メルセデス・ベンツ日本は、「ＧＬＡ２００ｄ ４ＭＡＴＩＣ」と称する普通自動車（以

下「本件商品①」という。）及び本件商品①に係る「ＡＭＧライン」と称するパッケージ

オプション（以下「本件商品②」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件２商品」

という。）を自ら又はディーラーを通じて、一般消費者に販売している。 

３ メルセデス・ベンツ日本は、本件２商品に係る別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体の

表示内容を自ら決定している。 

４⑴ メルセデス・ベンツ日本は、本件２商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「対

象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ

たかも、同表「装備品」欄記載のとおりであるかのように示す表示をしていた。 
⑵ 実際には、本件２商品の装備は、別表１「実際の内容」欄記載のとおりであった。 
⑶ メルセデス・ベンツ日本は、本件商品①に係る前記⑴の表示について、別表２「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」

欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記⑴の表示から受ける本

件商品①についての装備に関する認識を打ち消すものではない。 
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別
表
１
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

本
件

商
品

①
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

１
９

日
ま

で

の
間
 

「
Ｔ

ｈ
ｅ

 
ｎ
ｅ

ｗ
 

Ｇ
Ｌ

Ａ
 

Ｄ
ａ

ｔ
ａ

 
Ｉ
ｎ

ｆ
ｏ

ｒ
ｍ

ａ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ

」
と

称
す

る
冊

子
（

以
下
「

デ
ー

タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ

ン
①

」
と

い
う
。）

 

「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
 
標
準
装
備
」
、
「

＜
機

能
装
備
＞
」
及
び
「
●
ダ
イ
レ
ク
ト
ス
テ
ア
リ
ン
グ
」 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
ダ

イ
レ

ク
ト

ス
テ

ア
リ

ン

グ
」

と
称

す
る

機
能

（
以

下

「
ダ

イ
レ

ク
ト

ス
テ

ア
リ

ン

グ
」
と
い
う
。
）
が
標
準
装
備

で
あ
る
。
 

ダ
イ

レ
ク

ト
ス

テ
ア

リ
ン

グ
は

標
準

装
備

で
は
な
か
っ
た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
２

日
ま

で

の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
に

掲
載

し
た

デ
ー

タ
イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
①

（
以
下

「
ウ

ェ
ブ

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
①
」
と
い
う
。）

 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

１
０

月

１
１

日
か

ら
同

月

１
９
日
ま
で
の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
①
 

「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
 
標
準
装
備
」
、
「

＜
機

能
装
備
＞
」
及
び
「
●
サ
ン
グ
ラ
ス
ケ
ー
ス

」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準

装
備
で
あ
る
。
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準
装

備
で

は
な

い
車
両
が
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

１
０

月

１
１

日
か

ら
同

月

２
２
日
ま
で
の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
①
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

令
和

３

年
３

月
５

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
①

及
び

ウ
ェ
ブ

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
①
 

「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
 
標
準
装
備
」
、
「

＜
セ

ー
フ
テ
ィ
＞
」
及
び
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
デ
ィ
ス

タ
ン
ス

ア
シ
ス
ト
・
デ
ィ
ス
ト
ロ
ニ
ッ
ク
（
自
動
再
発
進
機

能
付

＊
５
）
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
自

動
再

発
進

機
能

」
と

称

す
る
機
能
（
以
下
「
自
動
再
発

進
機
能
」
と
い
う
。
）
が
標
準

装
備
で
あ
る
。
 

自
動

再
発

進
機

能

は
、「

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
と

称
す

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

オ
プ

シ
ョ

ン
（

以
下

「
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

パ
ッ

ケ
ー

ジ
」

と
い

う
。
）
を
別
途
装
備
し

な
け

れ
ば

、
機

能
し
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

な
い

も
の

で
あ

っ

た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

１
９

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
①
 

「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
 
標
準
装
備
」
、
「

＜
セ

ー
フ
テ
ィ
＞
」
及
び
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ス
テ
ア

リ
ン
グ

ア
シ
ス
ト
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
レ
ー
ン
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
ア

シ
ス
ト
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
マ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
ス
ト
ッ

プ
ア
シ
ス
ト
）

＊
６
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
ア

ク
テ

ィ
ブ

ス
テ

ア
リ

ン

グ
ア

シ
ス

ト
（

ア
ク

テ
ィ

ブ

レ
ー

ン
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
ア

シ

ス
ト

、
ア

ク
テ

ィ
ブ

エ
マ

ー

ジ
ェ

ン
シ

ー
ス

ト
ッ

プ
ア

シ

ス
ト
）」

と
称
す
る
機
能
（
以

下
「

ア
ク

テ
ィ

ブ
ス

テ
ア

リ

ン
グ
ア
シ
ス
ト
」
と
い
う
。
）

が
標
準
装
備
で
あ
る
。
 

ア
ク

テ
ィ

ブ
ス

テ
ア

リ
ン

グ
ア

シ
ス

ト

は
、

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
別

途
装

備
し

な
け

れ

ば
、

機
能

し
な

い
も

の
で
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
２

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
①
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

本
件

商
品

②
 

令
和

３
年

４
月

５

日
か

ら
同

年
８

月

３
１
日
ま
で
の
間

 

「
Ｔ

ｈ
ｅ

 
Ｇ
Ｌ

Ａ
 

Ｄ
ａ

ｔ
ａ

 
Ｉ

ｎ
ｆ
ｏ

ｒ
ｍ

ａ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ
」
と
称
す
る
冊
子
（
以

下
「

デ
ー

タ
イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
②
」
と
い
う
。）

及
び

自
社

ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
に

掲
載

し
た

デ
ー

タ
イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ
ン
②

 

「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
及
び
「
モ
デ
ル
別
標
準
・

オ
プ
シ
ョ

ン
装
備
」
と
題
す
る
表
中
で
、
「
〇
は
オ

プ
シ
ョ
ン
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ａ
２
０
０
ｄ
 
４
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ

Ｃ
」
、
「
シ
ャ
ー
シ
」
、
「
ス
ポ
ー
ツ
サ
ス
ペ
ン
シ

ョ
ン
」
及
び
「
〇
」
並
び
に
「
Ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
（
推

奨
オ
プ
シ

ョ
ン
）
 
モ
デ
ル
別
推
奨
オ
プ
シ

ョ
ン
装

備
」
と
題
す
る
表
中
で
、
「
〇
は
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、

「
Ｇ
Ｌ
Ａ
２
０
０
ｄ
 
４
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
」
、
「
Ａ
Ｍ

Ｇ
ラ
イ
ン
」
、
「
ス
ポ
ー
ツ
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
及

び
「
〇
２
８
３
，
０
０
０
＜
２
５
７
，
２
７
３
＞
」
 

（
別
添
写

し
２
）
 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
は
、「

ス
ポ

ー
ツ

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
」

と

称
す

る
サ

ス
ペ

ン
シ

ョ
ン

（
以

下
「

ス
ポ

ー
ツ

サ
ス

ペ

ン
シ
ョ
ン
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
。

 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン

は
、

ス
ポ

ー
ツ

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
で

は
な

く
、

ス
ポ

ー
ツ

コ
ン

フ
ォ

ー
ト

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
と

称
す

る
サ

ス
ペ

ン
シ

ョ
ン

で
あ

っ
た
。
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別
表
２
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

令
和
２

年
６
月

２
５
日

か
ら

令
和
３

年
３
月

５
日
ま

で
の

間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ
ン

①

及
び

ウ
ェ

ブ
デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ

ー
シ
ョ
ン
①
 

「
＊
５
：
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（

パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
）
を
同
時
装
着
し
た
場
合
は
、
ア
ク
テ

ィ
ブ
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ア
シ
ス
ト
・
デ
ィ
ス
ト

ロ
ニ
ッ
ク
に
『
自
動
再
発
進
機
能
』
が
追
加
装
備
さ
れ
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

令
和
２

年
６
月

２
５
日

か
ら

同
年
１

０
月
１

９
日
ま

で
の

間
 

デ
ー
タ
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
①

 
「
＊
６
：
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
）
を
同
時
装
着
し
た
場
合
は
、『

ア
ク

テ
ィ
ブ
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
レ
ー
ン
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
マ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

ス
ト
ッ
プ
ア
シ
ス
ト
）
』
が
追
加
装
備
さ
れ
ま
す
。
」

 
（
別
添
写
し
１
）

 
令

和
２

年
６
月

２
５
日

か
ら

同
年
１

０
月
２

２
日
ま

で
の

間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ
ー

シ

ョ
ン
①

 
同
上
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消表対第２１０号 

令和６年３月１２日 

メルセデス・ベンツ日本株式会社

代表取締役 上野 金太郎 殿

 消費者庁長官 新井 ゆたか 

（公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が供給する「ＧＬＢ２００ｄ」と称する普通自動車（以下「本件商品①」と

いう。）、本件商品①に係る「ＡＭＧライン」と称するパッケージオプション（以下「本件

商品②」という。）及び「ＧＬＢ２５０ ４ＭＡＴＩＣ スポーツ」と称する普通自動車（以

下「本件商品③」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件３商品」という。）の取

引について、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下

「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な

表示を行っていたので、同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令

する。 

主   文 

メルセデス・ベンツ日本株式会社（以下「メルセデス・ベンツ日本」という。）は、課徴

金として金６億３１８５万円を令和６年１０月１５日までに国庫に納付しなければならな

い。 

理   由 

１ 課徴金対象行為 

  別紙記載の事実によれば、メルセデス・ベンツ日本は、自己の供給する本件３商品の各

商品の取引に関し、それぞれ、本件３商品の各商品の内容について、一般消費者に対し、

実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者

による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたも

のであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、

かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る商品は、本件３商品の

1

 ※別添写しについては、添付を省略しています。

 別添２



各商品である。 

  イ(ｱ) 本件３商品の各商品について、メルセデス・ベンツ日本が前記１の課徴金対象行

為をした期間は、それぞれ、別表「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間であ

る。 

(ｲ) 本件３商品の各商品について、メルセデス・ベンツ日本が前記１の課徴金対象行

為をやめた後そのやめた日から６月を経過する日までの間に最後に取引をした日

は、それぞれ、別表「最後に取引をした日」欄記載の日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件３商品の各商品について、前記１の課徴金対象行

為に係る課徴金対象期間は、景品表示法第８条第２項の規定により、それぞれ、前

記(ｱ)の課徴金対象行為をした期間に当該課徴金対象行為をやめてから前記(ｲ)の

最後に取引した日までの期間を加えた期間となるところ、それぞれ、別表「課徴金

対象期間」欄記載の期間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件３商品の各商品に係るメルセデス・

ベンツ日本の売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２

１８号）第１条の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、そ

れぞれ、別表「売上額」欄記載の額である。 

エ メルセデス・ベンツ日本は、本件３商品の各商品について、それぞれ、当該表示の

裏付けとなる根拠を十分に確認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていた

ことから、それぞれ、当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に

係る表示が景品表示法第８条第１項第１号に該当することを知らず、かつ、知らない

ことにつき相当の注意を怠った者でないとは認められない。 

⑵ メルセデス・ベンツ日本は、本件商品②について、景品表示法第９条の規定により、

前記１の課徴金対象行為に該当する事実を、不当景品類及び不当表示防止法施行規則

（平成２８年内閣府令第６号）第９条に定めるところにより消費者庁長官に報告した

ところ、当該報告は当該課徴金対象行為についての調査があったことにより当該課徴

金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものではない。 

 ⑶ 前記⑴及び⑵の事実によれば、メルセデス・ベンツ日本が国庫に納付しなければなら

ない課徴金の額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件商品①及び

本件商品③の各商品の売上額に、それぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第

１２条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」

欄記載の額と、前記⑴ウの本件商品②の売上額に１００分の３を乗じて得た額から、同

法第９条の規定により、当該額に１００分の５０を乗じて得た額を減額し、同法第１２

条第２項の規定により、１万円未満の端数を切り捨てて算出した別表「課徴金額」欄記

載の額を合計した６億３１８５万円である。 

 

 よって、メルセデス・ベンツ日本に対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文

 
2



のとおり命令する。 

 

＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第

１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることが

できる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌

日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び

第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起する

ことができる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、こ

の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起

することができなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審

査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただ

し、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過する

と、この処分の取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別
表
 

番
号
 

商
品
名
 

課
徴
金
対
象
行
為
を
し
た
期
間
 

最
後
に
取
引
を
し
た
日
 

課
徴
金
対
象
期
間
 

売
上
額
 

課
徴
金
額
 

１
 

本
件
商
品
①
 

令
和
２
年
６
月
２
５
日
か
ら
 

令
和
３
年
４
月
８
日
ま
で
の
間
 

令
和
３
年
５
月
３
１
日
 

令
和
２
年
６
月
２
５
日
か
ら
 

令
和
３
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
間
 

1
7
,
9
5
3,
1
7
9,
2
5
3 

5
3
8
,
5
90
,
0
00
 

２
 

本
件
商
品
②
 

令
和
２
年
６
月
２
５
日
か
ら
 

令
和
３
年
３
月
２
日
ま
で
の
間
 

令
和
３
年
５
月
３
１
日
 

令
和
２
年
６
月
２
５
日
か
ら
 

令
和
３
年
５
月
３
１
日
ま
で
の
間
 

4
7
4
,
8
49
,
9
11
 

7
,
1
2
0
,0
0
0 

３
 

本
件
商
品
③
 

令
和
２
年
８
月
１
９
日
か
ら
 

令
和
３
年

３
月

２
日
ま
で
の
間
 

令
和
３
年
７
月
１
９
日
 

令
和
２
年
８
月
１
９
日
か
ら
 

令
和
３
年
７
月
１
９
日
ま
で
の
間
 

2
,
8
7
1
,6
2
4
,7
1
5 

8
6
,
1
4
0,
0
0
0 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ メルセデス・ベンツ日本株式会社（以下「メルセデス・ベンツ日本」という。）は、千

葉市美浜区中瀬二丁目６番地１に本店を置き、自動車及びそれらの構成部品、交換部品の

輸出入販売並びにアフターサービス等を営む事業者である。 

２ メルセデス・ベンツ日本は、「ＧＬＢ２００ｄ」と称する普通自動車（以下「本件商品

①」という。）、本件商品①に係る「ＡＭＧライン」と称するパッケージオプション（以下

「本件商品②」という。）及び「ＧＬＢ２５０ ４ＭＡＴＩＣ スポーツ」と称する普通

自動車（以下「本件商品③」という。）の各商品（以下これらを併せて「本件３商品」と

いう。）を自ら又はディーラーを通じて、一般消費者に販売している。 

３ メルセデス・ベンツ日本は、本件３商品に係る別表１「表示媒体」欄記載の表示媒体の

表示内容を自ら決定している。 

４⑴ メルセデス・ベンツ日本は、本件３商品を一般消費者に販売するに当たり、別表１「対

象商品」欄記載の商品について、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」

欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あ

たかも、同表「装備品」欄記載のとおりであるかのように示す表示をしていた。 
⑵ 実際には、本件３商品の装備は、別表１「実際の内容」欄記載のとおりであった。 

⑶ メルセデス・ベンツ日本は、本件商品①に係る前記⑴の表示について、別表２「表示

期間」欄記載の期間に、同表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示内容」

欄記載のとおり表示していたが、当該表示は、一般消費者が前記⑴の表示から受ける本

件商品①についての装備に関する認識を打ち消すものではない。 
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別
表
１
 

対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

本
件

商
品

①
 

 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

令
和

３

年
４

月
８

日
ま

で

の
間
 

「
Ｔ

ｈ
ｅ

 
ｎ

ｅ
ｗ

 
Ｇ

Ｌ

Ｂ
 

Ｄ
ａ

ｔ
ａ

 
Ｉ
ｎ

ｆ
ｏ

ｒ
ｍ

ａ
ｔ

ｉ
ｏ
ｎ

」
と

称
す

る
冊

子
（

以
下
「

デ
ー

タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ

ン
」

と
い

う
。
）
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
機
能
装
備
＞
」
及
び
「
●
ダ
イ

レ
ク
ト

ス
テ
ア
リ
ン
グ
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

「
ダ

イ
レ

ク
ト

ス
テ

ア
リ

ン

グ
」
と
称
す
る
機
能
（
以
下

「
ダ

イ
レ

ク
ト

ス
テ

ア
リ

ン

グ
」
と
い

う
。
）
が
標
準
装
備

で
あ
る
。
 

ダ
イ

レ
ク

ト
ス

テ
ア

リ
ン

グ
は

標
準

装
備

で
は
な
か
っ
た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

同
月

１

８
日

か
ら

令
和

３

年
４

月
５

日
ま

で

の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
に

掲
載

し
た

デ
ー

タ
イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
（

以
下
「

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
」
と
い
う
。
）
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

９

月
１

６
日

ま
で

の

間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
及

び
ウ

ェ
ブ
デ

ー
タ

イ
ン

フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
機
能
装
備
＞
」
及
び
「
●
オ
フ
ロ
ー
ド

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
オ

フ
ロ

ー
ド

エ
ン

ジ
ニ

ア

リ
ン
グ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
称

す
る

複
数

の
機

能
が

パ
ッ

ケ
ー

ジ
に

な
っ

て
い

る
も

の
（
以
下
「
オ
フ
ロ
ー
ド
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
パ

ッ
ケ

ー
ジ
」
と
い
う
。）

が
標
準
装

備
で
あ
る
。
 

オ
フ

ロ
ー

ド
エ

ン
ジ

ニ
ア

リ
ン

グ
パ

ッ
ケ

ー
ジ

は
標

準
装

備
で

は
な
か
っ
た
。
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
日

ま
で

の

間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
機
能
装
備
＞
」
及
び
「
●
サ
ン
グ
ラ
ス

ケ
ー
ス
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準
装
備
で
あ
る
。
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準
装

備
で

は
な

い
車
両
が
あ
っ
た
。
 

 
6



対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
２

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

令
和

３

年
３

月
５

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
セ
ー
フ
テ
ィ
＞
」
及
び
「
ア
ク
テ
ィ
ブ

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

ア
シ

ス
ト

・
デ

ィ
ス

ト
ロ

ニ
ッ

ク

（
自
動
再
発
進
機
能
付

＊
１
）
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
自

動
再

発
進

機
能

」
と

称

す
る
機
能
（
以
下
「
自
動
再

発
進
機
能
」
と
い
う
。）

が
標

準
装
備
で
あ
る
。
 

自
動

再
発

進
機

能

は
、「

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
と

称
す

る
パ

ッ
ケ

ー
ジ

オ
プ

シ
ョ

ン
（

以
下

「
ナ

ビ
ゲ

ー
シ

ョ
ン

パ
ッ

ケ
ー

ジ
」

と
い

う
。）

を
別
途
装
備
し

な
け

れ
ば

、
機

能
し

な
い

も
の

で
あ

っ

た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

同
月

１

８
日

か
ら

令
和

３

年
３

月
５

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

２
８

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
セ
ー
フ
テ
ィ
＞
」
及
び
「
ア
ク
テ
ィ
ブ

ス
テ
ア
リ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
レ
ー
ン
チ

ェ
ン
ジ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
マ
ー
ジ
ェ

ン
シ
ー
ス
ト
ッ
プ
ア
シ
ス
ト
）

＊
２
」
 

「
ア

ク
テ

ィ
ブ

ス
テ

ア
リ

ン

グ
ア
シ
ス
ト
（
ア
ク
テ
ィ
ブ

レ
ー

ン
チ

ェ
ン

ジ
ン

グ
ア

シ
ス
ト
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
マ

ー
ジ

ェ
ン

シ
ー

ス
ト

ッ
プ

ア
ク

テ
ィ

ブ
ス

テ
ア

リ
ン

グ
ア

シ
ス

ト

は
、

ナ
ビ

ゲ
ー

シ
ョ

ン
パ

ッ
ケ

ー
ジ

を
別

途
装

備
し

な
け

れ
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

（
別
添
写

し
１
）
 

ア
シ

ス
ト

）
」

と
称

す
る

機

能
（
以

下
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ス

テ
ア
リ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
」
と

い
う

。
）

が
標

準
装

備
で

あ

る
。
 

ば
、

機
能

し
な

い
も

の
で
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

同
月

１

８
日

か
ら

同
月

２

８
日
ま
で
の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
日

ま
で

の

間
 

「
Ｔ

ｈ
ｅ

 
ｎ

ｅ
ｗ

 
Ｇ

Ｌ

Ｂ
」
と
称
す
る
カ
タ
ロ
グ
（
以

下
「
カ
タ
ロ
グ
」
と
い
う
。）

 

「
ウ

イ
ン

カ
ー

を
点

滅
さ

せ
る

だ
け

で
車

線
変

更
で

き
る

ア
ク

テ
ィ

ブ
レ

ー
ン

チ
ェ

ン
ジ

ン
グ

ア
シ

ス

ト
 

移
動

し
た

い
車

線
側

の
方

向
へ

ウ
イ

ン
カ

ー

を
点
滅
さ
せ
る
だ
け
で
、
自
動
で
車
線
変
更
。
高
速

道
路
で
の
追
い
越
し
な
ど
が
簡
単
に
行
え
ま
す
。
 

＜
全
車
標
準
装
備
＞
」
及
び
「
も
し
も
の
場
合
に
、

ク
ル

マ
を

安
全

に
停

止
さ

せ
る

ア
ク

テ
ィ

ブ
エ

マ

ー
ジ

ェ
ン

シ
ー

ス
ト

ッ
プ

ア
シ

ス
ト

 
一

定
時

間

以
上

両
手

が
ス

テ
ア

リ
ン

グ
か

ら
離

れ
て

い
る

の

を
シ
ス
テ
ム
が
検
知
す
る
と
、
警
告
音
が
鳴
り
、
ド

ラ
イ
バ
ー

が
反
応
し
な
い
場
合
は
、
さ
ら
に
警
告
音

を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
緩
や
か
に
減
速
し
て
完
全
に
停

止
し
ま
す
。
 
＜
全
車
標
準
装
備
＞
」
 

（
別
添
写

し
２
）
 

同
上
 

同
上
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
２

日
ま

で

の
間
 

自
社

ウ
ェ

ブ
サ
イ

ト
に

掲
載

し
た

カ
タ

ロ
グ
（

以
下

「
ウ

ェ
ブ
カ
タ
ロ
グ
」
と
い
う
。）

 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

本
件

商
品

②
 

 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

・
「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
及
び
「
モ
デ
ル
別
標

準
・
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す
る
表
中
に
お
い

て
、
「
〇
は
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ｂ
２
０
０

ｄ
」
、
「
シ
ャ
ー
シ
」
、
「
Ｍ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ

－
Ｂ
ｅ
ｎ
ｚ
ロ
ゴ
付
ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
ー
［
フ

ロ
ン
ト
］
」
及
び
「
〇
」
 

・
「
Ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
（
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン
）
 
モ

デ
ル
別
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す

る
表
中

に
お
い
て
、
「
〇
は
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ｂ

２
０
０
ｄ
」
、
「
Ａ
Ｍ
Ｇ
ラ
イ
ン
」
、
「
Ｍ
ｅ
ｒ

ｃ
ｅ

ｄ
ｅ

ｓ
－

Ｂ
ｅ

ｎ
ｚ

ロ
ゴ

付
ブ

レ
ー

キ
キ

ャ
リ
パ
ー
［
フ
ロ
ン
ト
］
」
及
び
「
〇
２
８
０
，

０
０
０
＜
２
５
４
，
５
４
６
＞
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

「
Ｍ

ｅ
ｒ

ｃ
ｅ

ｄ
ｅ

ｓ
－

Ｂ

ｅ
ｎ

ｚ
ロ

ゴ
付

ブ
レ

ー
キ

キ
ャ
リ
パ
ー
」
と
称
す
る
ブ

レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
ー
（
以
下

「
ロ

ゴ
付

き
キ

ャ
リ

パ
ー

」

と
い

う
。
）

が
含

ま
れ

て
い

る
。
 

ロ
ゴ

付
き

キ
ャ

リ
パ

ー
が

装
備

さ
れ

て
い

な
い

車
両

が
あ

っ

た
。
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

カ
タ
ロ
グ
 

ロ
ゴ

付
き

キ
ャ

リ
パ

ー
を

装
着

し
た

本
件

商
品

①

の
写
真
と
共
に
、
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、

「
よ

り
ア

グ
レ

ッ
シ

ブ
で

先
進

的
な

個
性

を
主

張
す

る
Ａ
Ｍ
Ｇ
ラ
イ
ン
」
及
び
「
●
Ｍ
ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ

－
Ｂ
ｅ
ｎ
ｚ
ロ
ゴ
付
ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
ー
［
フ
ロ

同
上
 

同
上
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

ン
ト
］
」
 

（
別
添
写
し
２
）
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

令
和

３

年
２

月
１

１
日

か

ら
同

年
３

月
２

日

ま
で
の
間
 

ウ
ェ
ブ
カ
タ
ロ
グ
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

カ
タ
ロ
グ
 

「
ド

リ
ル

ド
ベ

ン
チ

レ
ー

テ
ッ

ド
デ

ィ
ス

ク
」

と
称

す
る
ベ
ン
チ
レ
ー
テ
ッ
ド
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
ド
リ

ル
ド
ベ
ン
チ
レ
ー
テ
ッ
ド
デ
ィ
ス
ク
」
と
い
う
。
）

を
装
着
し
た
本
件
商
品
①
の
写
真
と
共
に
、
「
パ
ッ

ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
」
及
び
「
よ
り
ア
グ
レ

ッ
シ
ブ

で
先
進
的
な
個
性
を
主
張
す
る
Ａ
Ｍ
Ｇ
ラ
イ
ン
」
 

（
別
添
写
し
２
）
 

ド
リ

ル
ド

ベ
ン

チ
レ

ー
テ

ッ
ド

デ
ィ

ス
ク

が
含

ま
れ

て
い
る
。
 

ド
リ

ル
ド

ベ
ン

チ
レ

ー
テ

ッ
ド

デ
ィ

ス
ク

が
装

備
さ

れ
て

い
な

い
車
両
が
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

７
月

２

２
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

令
和

３

年
２

月
１

１
日

か

ら
同

年
３

月
２

日

ま
で
の
間
 

ウ
ェ
ブ
カ
タ
ロ
グ
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

・
「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
及
び
「
モ
デ
ル
別
標

準
・
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す
る
表
中
に
お
い

て
、
「
〇
は
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ｂ
２
０
０

ｄ
」
、
「
シ
ャ
ー
シ
」
、
「
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
フ
ォ

「
ス

ポ
ー

ツ
コ

ン
フ

ォ
ー

ト

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
と
称
す

る
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
（
以
下

「
ス

ポ
ー

ツ
コ

ン
フ

ォ
ー

ト

ス
ポ

ー
ツ

コ
ン

フ
ォ

ー
ト

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
は

含
ま

れ
て

い
な

か
っ
た
。
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

ー
ト
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
及
び
「
〇
」
 

・
「
Ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
（
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン

）
 
モ

デ
ル
別
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す

る
表
中

に
お
い
て
、
「
〇
は
オ
プ
シ
ョ
ン
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ｂ

２
０
０
ｄ
」
、
「
Ａ
Ｍ
Ｇ
ラ
イ
ン
」
、
「
ス
ポ
ー

ツ
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
」
及
び
「
〇

２
８
０
，
０
０
０
＜
２
５
４
，
５
４
６
＞
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

サ
ス

ペ
ン

シ
ョ

ン
」

と
い

う
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 

令
和

２
年

６
月

２

５
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

本
件

商
品

③
 

 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

・
「
Ｅ
ｑ
ｕ
ｉ
ｐ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
」
及
び
「
モ
デ
ル
別
標

準
・
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す
る
表
中
に
お
い

て
、
「
●
は
標
準
装
備
」
、
「
Ｇ
Ｌ
Ｂ
２
５
０
 

４
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
ス
ポ
ー
ツ
」
、
「
シ
ャ
ー
シ
」
、

「
Ｍ

ｅ
ｒ

ｃ
ｅ

ｄ
ｅ

ｓ
－

Ｂ
ｅ

ｎ
ｚ

ロ
ゴ

付
ブ

レ

ー
キ
キ
ャ
リ
パ
ー
［
フ
ロ
ン
ト
］
」
及
び
「
●
」
 

・
「
Ｏ
ｐ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ
（
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン

）
 
モ

デ
ル
別
推
奨
オ
プ
シ
ョ
ン
装
備
」
と
題
す

る
表
中

に
お
い
て
、
「
●
は
標
準
装
備
」
、
「
Ｇ

Ｌ
Ｂ
２

５
０
 
４
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｃ
ス
ポ
ー
ツ
」
、
「

Ａ
Ｍ
Ｇ

ラ
イ
ン
」
、
「
Ｍ

ｅ
ｒ
ｃ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ
－
Ｂ
ｅ
ｎ
ｚ

ロ
ゴ
付
ブ
レ
ー
キ
キ
ャ
リ
パ
ー
［
フ
ロ
ン
ト
］
」

及
び
「
●
」
 

（
別
添
写

し
１
）
 

ロ
ゴ

付
き

キ
ャ

リ
パ

ー
が

標
準
装
備
で
あ
る
。
 

ロ
ゴ

付
き

キ
ャ

リ
パ

ー
が

装
備

さ
れ

て
い

な
い

車
両

が
あ

っ

た
。
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

カ
タ
ロ
グ
 

ロ
ゴ

付
き

キ
ャ

リ
パ

ー
を

装
着

し
た

本
件

商
品

③

の
写
真
 

（
別
添
写

し
２
）
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

令
和

３

年
２

月
１

１
日

か

ら
同

年
３

月
２

日

ま
で
の
間
 

ウ
ェ
ブ
カ
タ
ロ
グ
 

同
上
 

同
上
 

同
上
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
８

日
ま

で

の
間
 

カ
タ
ロ
グ
 

ド
リ

ル
ド

ベ
ン

チ
レ

ー
テ

ッ
ド

デ
ィ

ス
ク

を
装

着

し
た
本
件
商
品
③
の
写
真
 

（
別
添
写

し
２
）
 

ド
リ

ル
ド

ベ
ン

チ
レ

ー
テ

ッ
ド

デ
ィ

ス
ク

が
標

準
装

備
で
あ
る
。
 

ド
リ

ル
ド

ベ
ン

チ
レ

ー
テ

ッ
ド

デ
ィ

ス
ク

が
装

備
さ

れ
て

い
な

い
車
両
が
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

２
月

１
１

日
ま

で

の
間

及
び

令
和

３

年
２

月
１

１
日

か

ら
同

年
３

月
２

日

ま
で
の
間
 

ウ
ェ
ブ
カ
タ
ロ
グ
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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対
象
商
品
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
 

表
示
内
容
 

装
備
品
 

実
際
の
内
容
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
日

ま
で

の

間
 

デ
ー

タ
イ

ン
フ
ォ

メ
ー

シ
ョ

ン
 

「
Ｅ

ｑ
ｕ

ｉ
ｐ

ｍ
ｅ

ｎ
ｔ

 
全

モ
デ

ル
共

通
標

準
装

備
」
、
「
＜
機
能
装
備
＞
」
及
び
「
●
サ
ン

グ
ラ
ス

ケ
ー
ス
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準
装
備
で
あ
る
。
 

サ
ン

グ
ラ

ス
ケ

ー
ス

が
標

準
装

備
で

な
い

車
両
が
あ
っ
た
。
 

令
和

２
年

８
月

１

９
日

か
ら

同
年

１

０
月

２
２

日
ま

で

の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ
イ

ン
フ

ォ
メ

ー
シ
ョ
ン
 

同
上
 

同
上
 

同
上
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別
表
２
 

表
示
期
間
 

表
示

媒
体
 

表
示
内
容
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

令
和

３
年

３
月

５
日

ま
で

の

間
 

デ
ー
タ
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
 

「
※
１
：
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（

パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
）
を
同
時
装
着
し
た
場
合
は
、
ア
ク
テ

ィ
ブ
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
ア
シ
ス
ト
・
デ
ィ
ス
ト

ロ
ニ
ッ
ク
に
『
自
動
再
発
進
機
能
』
が
追
加
装
備
さ
れ
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

同
年

１
２

月
１

１
日

ま
で

の

間
及

び
同

月
１

８
日

か
ら

令

和
３
年
３
月
５
日
ま
で
の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ
ン
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

同
年

１
２

月
２

８
日

ま
で

の

間
 

デ
ー
タ
イ
ン
フ

ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
 

「
＊
２
：
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
パ
ッ
ケ
ー
ジ
オ
プ
シ
ョ
ン
）
を
同
時
装
着
し
た
場
合
は
、『

ア
ク

テ
ィ
ブ
ス
テ
ア
リ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
レ
ー
ン
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
ア
シ
ス
ト
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
エ
マ
ー
ジ

ェ
ン
シ
ー

ス
ト
ッ
プ
ア
シ
ス
ト
）
』
が
追
加
装
備
さ
れ
ま
す
。
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

同
年

１
２

月
１

１
日

ま
で

の

間
及

び
同

月
１

８
日

か
ら

同

月
２
８
日
ま
で
の
間
 

ウ
ェ

ブ
デ

ー
タ

イ
ン

フ
ォ

メ
ー

シ
ョ
ン
 

同
上
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

同
年
１
０
月
２
日
ま
で
の
間
 

カ
タ
ロ
グ
 

・「
※
車
両
が
高
速
道
路
上
と
認
識
し
て
い
る

場
合
の
み
作
動
し
ま
す
。
レ
ー
ダ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ
パ
ッ
ケ
ー
ジ

及
び
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
装
着
時
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
機
能
で
す
。」

 

・「
※
レ
ー
ダ
ー
セ
ー
フ
テ
ィ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
及

び
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
パ
ッ
ケ
ー
ジ
装
着
時
に
ご
利
用
い
た
だ
け

る
機
能
で
す
。
」
 

（
別
添
写
し
２
）
 

令
和

２
年

６
月

２
５

日
か

ら

同
年

１
０

月
２

２
日

ま
で

の

間
 

ウ
ェ
ブ
カ
タ
ロ

グ
 

同
上
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